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1. 青森県三八地区水道事業広域連携推進任意協議会

2. 国の広域化交付金の要件

3. 今後の取組

近年における広域化の現状

令 和 7 年 1 2 月 3 日

八戸圏域水道企業団

経 営 審 議 会
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青森県三八地区水道事業
広域連携推進任意協議会
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1.青森県三八地区水道事業広域連携推進任意協議会

(令和4年5月発足)
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検討結果

引用：青森県HP
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2. 国の広域化交付金の主な採択要件

①全体計画は原則10年間とし、令和16年度まで
の時限事業

②３事業体以上の広域化であること

③資本単価が90円/m3以上である水道事業者を含
むこと

出典:横山財務副大臣に要望 日本水道新聞令和７年１０月９日
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3. 今後の取組

現在検討している取組は、今後見込まれる人口減
少と水道施設の老朽化に伴う大量更新期の本格的
な到来を見据えたものである。

水道水は言うまでもなく、住民生活に必要不可欠
な資源である。

その資源を、住民の皆さまが、将来にわたり安心
して確保できるよう、三八地区では水道事業の維
持に向け、広域連携を含めた様々な方策を引き続
き検討していく。
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